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平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの財政運営財政運営財政運営財政運営    

    

平成２３年度の本市当初予算は、福知山市の未来につなぐ「創造戦略２０１１」として

「市民力と地域力が発揮できるまちの創造」、「安心して子育てができ健全な子どもを育む

まちの創造」、「活気とにぎわいあふれるまちの創造」、「生活の安定と産業の振興をサポ

ートするまちの創造」、「暮らしといのちを守るやすらぎのまちの創造」の五つの柱を未来

につなぐ『五つの創造プラン』として、積極的な予算を編成した。 

また、厳しい財政状況のもと、さらなる財政健全化の推進として、市長等特別職給与や

職員数の削減、超過勤務の縮減等行政内部経費のスリム化などを実施するとともに、基

金の取崩し抑制や広告収入の確保など財源確保対策を講じることにより、持続可能な財

政構造の実現に努めた。 

 平成２３年度決算の歳入面においては、大幅に減少していた法人市民税は緩やかな景

気の回復基調を反映して増収となったものの、前年中の所得を基準として計算する個人

市民税はほぼ前年並みで推移し、市税総額では対前年度 ２億９,０００万円の増加（２．

６％増）となった。 

一方、普通交付税は、基準財政需要額はほぼ前年並みであったが、市税収入の増に

伴い基準財政収入額等が増加したことが影響し、対前年度１億７,７００万円（１．７％減）の

減少となった。 

歳出面においては、（仮称）総合防災センター建設事業により安心・安全なまちづくりを

推進するとともに、平成２５年度の稼動に向けた新学校給食センター建設事業の実施な

ど合併特例事業の推進を図るとともに、地域活性化交付金事業や、緊急雇用特別対策

事業など国府補助事業を展開した。 

このほか、ふるさと就職応援基金の活用による「試行雇用おうえん助成金交付事業」の

創設や、中心市街地・周辺部の活性化対策事業の促進、高校生定期乗車券補助事業な

ど公共交通の推進、外出支援助成事業の拡充、学校耐震改修の継続など、『五つの創

造プラン』を積極的に推進した。 

こうした結果、一般会計において形式収支では約１７億６，０００万円、実質収支では１４

億６,０００万円余の黒字決算を計上することができた。 
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１１１１    決算規模決算規模決算規模決算規模    

    

    

    

○ 歳入総額  ４２６億４，５６５万円（1 億 1,454 万円、0.3％の増）  

（数値は万円未満を四捨五入。()内は前年度増減） 

歳入総額は、４２，６４５，６５０，０４７円と前年度に比べ１１４，５３５，１５１円の増とな

った。 

主な特色は、景気回復の兆しが見えてきたことにより、市税全体としては２．６％の

増となる一方で、普通交付税、臨時財政対策債において減となった。 

また、（仮称）総合防災センター建設事業、ｅ－ふくちやま整備事業をはじめとする

合併特例事業について着実に進捗を図った。地域活性化臨時交付金、災害復旧

事業などの国庫支出金は減少している。また、財政調整基金や減債基金からの繰

入については行なわず、財政健全化に努めた。 

 

市税 １１６億９１７万円（2 億 9,306 万円、2.6％増） 

・個人市民税 ３２億６，３２８万円（85 万円、0.0％減） 

・法人市民税 １３億４，９３７万円（1 億 4,562 万円、12.1％増） 

・固定資産税 ５８億６，２３１万円（6,227 万円、1.1％増） 

・たばこ税    ６億６，６４３万円（7,947 万円、13.5％増） 

 

地方交付税 １１４億５，８２４万円（9,038 万円、0.8％減） 

･普通交付税 １００億５，３３５万円 （1 億 7,742 万円 1.7％減） 

  主な基準財政需要額の減少要因 

個別算定経費 １億４，２１７万円減 

地方再生対策費 ８，６７１万円減 

雇用対策・地域資源活用推進費 ２億３，４９７万円皆増 

雇用対策・地域資源活用臨時特例費 ３億７，３９６万円皆減 

・特別交付税 １４億４８７万円 （8,702 万円 6.6％増） 

 

 国庫支出金 ４９億７，８４０万円（5 億 188 万円、9.2％減） 

・地域活性化・経済危機対策臨時交付金 ２億６，２００万円皆減 

・地域活性化・きめ細かな臨時交付金 ３億１，４９９万円皆減 

・地域活性化交付金 １億３，５４５万円（26 万円減） 

歳入決算額  ４２，６４５，６５０，０４７円（前年度比 ０．３％増） 

歳出決算額  ４０，８８７，７７１，３７４円（前年度比 ０．２％減） 

一般会計 
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・児童手当及び子ども手当交付金 １１億６，４０４万円（2,777 万円減） 

・（仮称）総合防災センター建設事業 ２億４，９００万円皆増 

・生活保護費負担金 １３億１，５３０万円（2 億 1,627 万円増） 

・災害復旧事業 ４６６万円（2 億 2,360 万円減） 

 

 府支出金 ３１億２，９５７万円（3 億 387 万円、10.8％増） 

・緊急雇用対策基金事業 １億９，３６６万円（7 万円減） 

・災害復旧事業 １，８０６万円（8,277 万円減） 

・介護基盤緊急整備等特別対策事業 ５億８，１２０万円（5 億 2,880 万円増） 

・電源立地地域対策補助金 ２億３７５万円皆減 

・子ども手当負担金 １億７，６３０万円（2,967 万円増） 

・施設経営安定化支援事業 ３，６３５万円（2,158 万円増） 

 

 繰入金   ２億４，５９７万円（4,089 万円 19.9％増） 

・「ｅ-ふくちやま」運営保守事業基金 ６，７２９万円皆増 

・労働金庫育成基金 ４，０４９万円皆減 

・市バス運行事業基金 ３，４００万円皆増 

 

 市債  ５２億４，９３０万円（3 億 2,960 万円 5.9％減） 

・「ｅ-ふくちやま」整備事業(合併特例債） ６億５，５２０万円（6億5,090万円減） 

・臨時財政対策債 １７億９，２１０万円（1 億 6,880 万円減） 

・駅周辺整備事業（一般補助） ２億４，５２０万円皆減 

・中心市街地関連歩道改良事業 １億２７０万円皆増 

・（仮称）総合防災センター建設事業 １５億４，０７０万円皆増 

・新学校給食センター建設事業 １億７，１３０万円（2,520 万円減） 

・南陵中学校教室棟改築事業 １億６，８９０万円皆減 

 

 

○歳出総額  ４０８億８，７７７万円（1 億 157 万円 0.2％減） 

 歳出総額は、４０，８８７，７７１，３７４円で前年度に比べ１０１，５７０，５８４円の減と

なった。 

義務的経費では、人件費においては、職員数、超過勤務の削減を行なったものの

退職手当の増などにより増加し、また扶助費についても経済環境悪化に伴う生活保

護費等の大幅増等により大きく増加したため、義務的経費全体では約４億円の増と

なった。 

また、「ｅ-ふくちやま整備事業」や「（仮称）総合防災センター建設事業」などの大
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型事業の進捗、小学校耐震改修事業、介護基盤緊急整備特別対策事業などにより

投資的経費は約７９億円規模となり、前年度に比して微増している。 

その他では、減債基金、地域振興施設維持補修基金への積立金が大幅に減少

したほか、特別会計への健全化繰出の減により繰出金が減となったことが主な特色

である。 

※ 以下、分類は「地方財政状況調査」の性質別区分による。 

 人件費 ６８億５，４８１万円（6,685 万円、1.0％増） 

・給料  ２６億５，７７２万円（2,908 万円減） 

・超過勤務手当 １億８，４４３万円（194 万円減） 

・退職手当   ８億３，８９４万円（3,560 万円増） 

・議員報酬手当 １億６，１０２万円（3,477 万円減） 

  

扶助費 ７５億１，１０４万円（2 億 9,609 万円、4.1％増） 

・生活保護費 １６億９，３８１万円（1 億 1,490 万円増） 

・日中活動給付費 ５億１，７１６万円（1 億 2,528 万円増） 

・保育所委託 １５億８，３８９万円（7,290 万円増） 

・施設入所支援費 １億２，２０６万円（695 万円増） 

・旧法施設支援費 １億２，５２４万円（7,728 万円減） 

 

 公債費 ５４億８，１９９万円（3,369 万円、0.6％増） 

・定期償還 ５２億８，１０６万円（1 億 6,435 万円減） 

・繰上償還 ２億円皆増 

・一時借入金利子 ９２万円（196 万円減）  

 

義務的経費 １９８億４，７８４万円（3 億 9,664 万円、2.0％増） 

＊義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費 

 

 物件費 ４４億２，４３２万円（2 億 2,631 万円、5.4％増） 

・ｅ-ふくちやま運営保守事業 １億２，３９６万円（1,390 万円増） 

・放課後児童クラブ運営事業 ９，１６９万円（1,380 万円増） 

・ごみ収集運搬事業 ３億６，２７０万円（1,800 万円増） 

・消防車両整備事業 ３，３９６万円（2,911 万円増） 

 

補助費等 ２９億４，１９６万円（1 億 4,544 万円、5.2％増） 

・過年度土地改良事業補助 １億４，２５２万円（8,212 万円増） 

・農地集積加速化促進事業 ２，６５０万円皆増 
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・税機構負担金 ４，５０３万円（６１７万円増） 

 積立金 ８億７，１２３万円（7 億 6,246 万円、46.7％減） 

・減債基金 １億４３０万円（4 億 2,250 万円減） 

・地域振興施設維持補修基金 ２億３７５万円皆減 

・緑ケ丘土地管理事業 １億６，６４６万円（4,354 万円減） 

  

繰出金 ４５億１，６４０万円（2 億 3,111 万円、4.9％減） 

・公設卸売市場事業  １７７万円（2 億 7,403 万円減） 

・石原土地区画整理事業  １億５，７２９万円（5,729 万円増） 

・駅周辺土地区画整理事業 ７，８００万円皆減 

・下水道事業  ９億２，３００万円（1,779 万円減） 

・簡易水道事業 ３億８，１５０万円（4,358 万円減） 

・農業集落排水施設事業 ５億３０８万円（555 万円増） 

・国民健康保険事業  ５億７，９６０万円（166 万円増） 

・介護保険事業  ９億５，５８４万円（3,124 万円増） 

・後期高齢者医療 ９億８，８５２万円（9,045 万円増） 

 

投資的経費 ７８億８，９８１万円（5,910 万円、0.8％増）  

○普通建設事業（補助事業） ２３億９，９０１万円（8 億 5,871 万円減） 

         「ｅ-ふくちやま」整備事業 １０億２，４０５万円皆減 

         （仮称）総合防災センター建設事業 ４億９，８００万円皆増 

        南陵中学校改築事業 ２億５，７４１万円皆減 

小学校耐震改修事業 １億３，７０８万円（1 億 842 万円減） 

 

○普通建設事業（単独事業） ５４億２，２６７万円（13 億 4,883 万円増） 

         「ｅ-ふくちやま」整備事業 ７億２，８３２万円（7,299 万円増） 

介護基盤緊急整備特別対策事業 ５億８，１２０万円（5億2,880万円増） 

府営ほ場整備事業（河東地区） １億８，３０５万円皆増 

福知山駅周辺賑わい拠点創出事業 ４億４，６４６万円（8,223 万円減） 

新学校給食センター建設事業 １億６，８１４万円（3,902 万円減） 

（仮称）総合防災センター建設事業 １４億６９３万円（14 億 42 万円増） 

上川口保育園建設事業  １億４４８万円皆減 

    

 ○災害復旧事業  ６，８１３万円（4 億 3,102 万円減） 

         農林施設災害     ４，５０４万円(9,391 万円減) 

         公共土木施設災害  ２，３０９万円(3 億 3,711 万円減)    
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２２２２    決算収支決算収支決算収支決算収支    

昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年度以来年度以来年度以来年度以来４０４０４０４０年連年連年連年連続続続続のののの黒字決算黒字決算黒字決算黒字決算をををを確保確保確保確保    

急激な経済環境の悪化に伴う緊急経済対策をうけて財政需要が拡大するなか、歳入歳

出ともに４００億円を越える大型決算となった。 

歳入では市税の増収に伴う地方交付税、臨時財政対策債が減少し、歳出では行政内部

経費のスリム化、事業の統合・廃止・見直しによるスリム化などに努める一方で、緊急経済対

策、合併特例事業などを実施した。そのなかで基金繰入を抑制しつつ所要の財源確保に

努めた結果、実質収支で１４億６，３８４万円の黒字決算を確保するとともに、実質単年度収

支についても６億９，８２４万円の黒字となった。 

　　　　区　　　　分 平成２３年度 平成２２年度 差引 増減率
歳入総額　① 42,645,650 42,531,115 114,535 0.3
歳出総額　② 40,887,771 40,989,342 △ 101,571 △ 0.2
歳入歳出差引額①－②＝③ 1,757,879 1,541,773 216,106 14.0
翌年度へ繰越すべき財源④ 294,040 569,299 △ 275,259 △ 48.4
実質収支③－④＝⑤ 1,463,839 972,474 491,365 50.5
単年度収支　⑥ 491,365 184,304 307,061 166.6
積立金（財政調整基金）⑦ 6,872 7,415 △ 543 △ 7.3
繰上償還金（任意）⑧ 200,000 - 200,000 皆増
積立金取崩し額（財政調整基金）⑨ - - - -
実質単年度収支⑥＋⑦＋⑧－⑨ 698,237 191,719 506,518 264.2

（単位：千円、％）

３３３３    基金基金基金基金残高残高残高残高のののの状況状況状況状況        ～～～～約約約約１１１１２２２２．．．．１１１１億億億億円円円円増加増加増加増加    

基金残高全体では、前年度比１２億１，２２８万円増の９５億６，５１２万円となった。 

財政調整基金については、繰入抑制と前年度歳計剰余金積立により４億９，３１１万円増、

減債基金は貸付金元利収入による積立により１億９３４万円増加している。特定目的基金に

ついては、過疎地域自立促進基金を１億円余、鉄道網整備基金を９，２００万円取り崩した

一方、地域振興基金、鉄道網整備基金、過疎地域自立促進基金の積立などにより、前年

度より６億９８３万円増額となった。 

基金残高の推移
（定額運用基金・特別会計を除く）
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４４４４    市債市債市債市債残高残高残高残高のののの状況状況状況状況        ～～～～約約約約２２２２億億億億７７７７,,,,４４４４００００００００万万万万円円円円増加増加増加増加（（（（実質的実質的実質的実質的なななな市債残高市債残高市債残高市債残高はははは減少減少減少減少））））    

                                                            ～～～～全会計全会計全会計全会計のののの実質的実質的実質的実質的なななな市債残高市債残高市債残高市債残高はははは約約約約２０２０２０２０．．．．４４４４億円減少億円減少億円減少億円減少    

 

平成２３年度末の一般会計の市債残高は５００億３，２２６万円となり、前年度より２億７，４３

０万円の増となり、普通交付税で算入される額を除いたいわゆる実質的な市債残高は約８

億１，０２５万円減少した。 

なお、一般会計の市民一人あたり市債残高は６１４，７１５円、交付税措置を除く実質的な

市負担残高は２１６，８０６円となった。また、全会計では１，２３５，９５０円、市負担分５９５，６

７６円となっている。 

現在、合併特例事業等の計画的推進にあたって合併特例債の発行や普通交付税財源

身替措置である臨時財政対策債など多額の市債を発行しているところであるが、将来に過

度の負担が残らないよう実質公債費比率等の財務指標の推移に注意を払い計画的な市債

発行に努める必要がある。 

このためにも、市債発行にあたっては交付税措置のある市債を厳選して発行することで

実質的な市債残高の圧縮に努めなければならない。 

 

平成 23 年度末 市債残高の状況 

（市債の年度末借入残高）                                (単位：百万円) 

H２３ H２２ 増減  

総額 
うち 

市負担分 
総額 

うち 

市負担分 
総額 

うち 

市負担分 

一 般 会 計 50,032 17,646 49,758 18,456 274 △810 

特 別 会 計 30,828 15,511 32,566 16,651 △1,738 △1,140 

企 業 会 計 19,735 15,326 19,826 15,415 △91 △89 

全 会 計 合 計 100,595 48,483 102,150 50,522 △1,555 △2,039 

（市民一人あたり借入残高）                                    (単位：千円) 

H２３ H２２ 増減  

総額 
うち 

市負担分 
総額 

うち 

市負担分 
総額 

うち 

市負担分 

一 般 会 計 615 217 611 227 4 △10 

特 別 会 計 379 191 400 205 △21 △14 

企 業 会 計 242 188 244 189 △2 △1 

全 会 計 合 計 1,236 596 1,255 621 △19 △25 
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<市債残高の推移状況> 

会計別市債残高の推移

491 489 498 500

193 204 198 198

186 176 185 177

150 164 154 153

355 329 326 308

193 172 166 155
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市債残高 実質市債残高 市債残高 実質市債残高 市債残高 実質市債残高 市債残高 実質市債残高

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

企業会計　実質市債残高

特別会計　実質市債残高

一般会計　実質市債残高

企業会計　市債残高

特別会計　市債残高

一般会計　市債残高

億円

1,039

529

1,022

512

1,022

505

1,006

485

 

 

平成２３年度末 市債残高の状況                          （単位：億円） 

    平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

市債残高 一般会計 491 489 498 500 

  特別会計 355 329 326 308 

  企業会計 193 204 198 198 

計 1,039 1,022 1,022 1,006 

    平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

実質市債残高 一般会計 186 176 185 177 

  特別会計 193 172 166 155 

  企業会計 150 164 154 153 

計 529 512 505 485 
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（１）国民健康保険事業 

後期高齢者医療制度導入後の被保険者数の減少はあるものの、景気悪化など

の社会経済状況の中で、昨年度を上回る保険料を確保することができた。しかし、

医療費の増大により国保会計は依然として非常に厳しい状況にある。そのなかで調

整交付金等の財源確保に努めたことにより、実質収支で２２７，０３８千円の黒字を

確保することができた。 

平成２０年度から引き続き特定健診・特定保健指導に取組むとともに、前立腺が

ん検診及び大腸がん検診並びに妊婦歯科検診の実施や、レセプト点検を引き続き

強化するなど、厳しい財政のもとで積極的な事業展開を図った。 

 

（２）国民健康保険診療所費 

山間へき地医療の確保を目的に、雲原診療所を運営した。金山診療所について

は、平成２３年３月３１日をもって閉鎖としている。 

前年度と比較し、診療収入は、２，４１８千円増加しており、一方歳出においては、

前年度繰上充用金は無くなり、また総務費が駐車場の整備等により７，７７１千円増

となった。その結果、歳出決算額は５１，４０２千円で前年度より３，８７７千円の増とな

った。昨年度同様に、一般会計からの繰入金により収支は均衡している。 

 

（３）と畜場費 

処理頭数は８６２頭と対前年比で２８０頭の増となったが、処理頭数の増に伴う光

熱水費等の経費増により、経費削減に努めたものの、決算額は１９，３１３千円で前

年度より４，５７３千円の増となった。決算収支は、一般会計からの繰入金により均衡

している。 

 

（４）簡易水道事業 

水道水の安定供給を図るため、昨年度に引き続き、牧川筋簡易水道の上水道統

合整備事業を進めるとともに、大江町由良川右岸簡易水道の送水管布設替、菟原

簡易水道の配水管布設替等の改良事業を実施した。 

歳出総額は１，０４５，８０６千円で、改良事業費の減少により、前年度に比べ１０．

８％減となり、決算収支については、一般会計からの繰入により、実質収支で６，５６

２千円の黒字を確保した。 

      

 

 

特別会計 
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（５）下水道事業 

平成２３年度末現在の公共下水道事業の整備状況については、計画区域に対す

る整備率が８９.８％、水洗化率が９７.２％となっており、引き続き水洗化率の向上を

図っている。平成２３年度は、下水道事業特別会計の公営企業化と下水道部のガス

水道部への組織統合に向けて重点的に取組みを進めた。 

施設整備については、平成１７年度より取り組んできた合流式下水道緊急改善事

業の貯留施設が完成し、８月より供用を開始した。また、昨年度に引き続き、厚中地

区の浸水対策事業を進め、仲ノ坪北貯留施設の築造工事に着手するとともに、終末

処理場やポンプ場、管渠等の改築更新工事を実施した。 

決算収支については、実質収支で４７０，１９７千円の黒字を確保することができ、

特別会計の閉鎖に伴い、繰り越すべき財源と合わせ５０３，０８８千円を公営企業会

計へと引き継いだ。 

 

（６）宅地造成事業 

平成１７年度から分譲地の売却を開始し、２３年度中の売却実績は３９，７５５千円

（５区画）で、平成２３年度末現在で７５区画の売却が進んでいる。 

造成事業では植栽、集落道路整備などを行い、２３年度末現在の進捗率は約９０．

３％となり、前年比１．９％の増となっている。 

決算収支では前年度繰越金などにより３２，０３２千円の黒字を確保した。 

 

（７）休日急患診療所費 

休日において、緊急に医療を必要とする市民に対して応急的な診療を行った。 

本年度は、年間受診者数は１,６１０人で前年度比１５２人、１０．４％の増となった。

一日当たりの平均受診者も、２３.０人と、前年度の２０.８人を上回った。 

決算規模は２１,１７６千円となり前年度比６９０千円増加し、一般会計からの繰入金

７，４６０千円により収支の均衡を図った。 

 

（８）公設地方卸売市場事業 

運営面では、依然として、流通消費環境の厳しさを反映したが、青果部門の取扱

量は前年比１２．７％増の２，３１５トンとなり、取扱高も前年比３．３％増の６５０，３５９

千円と若干の回復を図ることができた。 

決算については、歳入で施設使用料は１１，８９８千円と前年度より６２千円の増と

なった。歳出については、一般管理費１８，０５６千円と前年度比４，５８４千円の増と

なったが、決算収支は２，７７４千円の黒字を確保した。 

 

 



 - 11 - 

（９）駅南土地区画整理事業 

保留地の積極的な売却を進めたが、１区画、９，１２２千円の土地売払収入にとど

まったため、残りの保留地３筆については、一般会計で取得した。 

平成２４年３月３１日をもって、会計を閉鎖した。 

 

（10）農業集落排水施設事業 

本市の農業集落排水施設の整備は全て完了しており、現在は各施設の適正な維

持管理に努めている。（水洗化率９６．３％） 

歳出総額は８３８，２４６千円と前年度より８１０千円増加したものの、一般会計繰入

金や資本費平準化債等の歳入の確保に努め、決算収支では４８，９３６千円の黒字

を確保した。 

 

（11）石原土地区画整理事業 

保留地の売却を進めたことにより、６区画、３８，４９０千円の土地売払収入を得た。 

一方で、経営健全化対策として一般会計からの１５７，２９３千円の繰入により赤字

圧縮を図り、決算収支は１，７８９，３２３千円の赤字となり、１９１，８８５千円の収支改

善を図った。また、健全化法に基づく資金不足比率についても、早期健全化基準内

である５．２％となり、前年度から３．６ポイント改善した。 

 

（12）駅周辺土地区画整理事業 

事業計画に基づき、道路の築造工事、下水道管などの移設工事、交通安全施設

設置工事、物件移転等を行い事業の進捗を図った。 

歳入では、保留地４区画の売却により土地売払収入は２５３，８０７千円となったが、

歳出が前年度に比べて５５７，６８１千円減少したため、決算収支は４０４，２８７千円

の赤字となり、単年度で２３６，３０３千円の赤字の縮減を図った。 

 

（13）介護保険事業 

①保険事業勘定 

第４期介護保険事業計画（平成２１年度～平成２３年度）に基づく保険給付業務、

地域支援事業（介護予防事業、包括的・任意事業）等を実施した。 

歳出規模は６，４２３，０９３千円で前年比２２９，４５８千円の増となり、決算収支に

おいても４３，５９４千円の黒字を確保した。 

②サービス事業勘定 

歳出規模は２７，７９７千円で前年比３６８千円の増となり、決算収支においても５，

３８５千円の黒字を確保した。 
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（14）河守土地区画整理事業 

事業計画に基づき、街区の整地工事、物件移転補償を行い、事業の進捗を図っ

た。 

土地売払収入は３区画９，５１９千円であったが、前年度からの繰越金がなくなっ

たことから、決算収支は１０，９４５千円の赤字となった。 

 

（15）下夜久野地区財産区管理会 

下夜久野地区財産区管理会の運営及び当該財産の管理を行った。決算規模は

８６千円で、前年度比３３千円の減となり、基金繰入により収支均衡を図った。 

 

（16）後期高齢者医療事業 

後期高齢者医療事業は府内の全ての市町村が加入する京都府後期高齢者医療

広域連合が主体となり市町村と事務を分担し運営している。 

市では、広域連合と連携して保険料の徴収、給付申請等の受付、健康診査事業

などを行っている。 

本年度の歳出決算は１，６６９，０４３千円、前年度比５４，９７２千円の増、決算収

支は１８，７６３千円の黒字となった。 
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経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率        ８８８８６６６６．．．．００００％％％％        ～～～～前年比前年比前年比前年比２２２２．．．．５５５５ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下    

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度２．５ポイント低下し８６．０％となった。 

 歳入では市税収入が増収となった一方で、普通交付税及びその財源身替である臨時財

政対策債が減となったことにより、経常一般財源は前年度比で１億１，４４５万円減少した。 

歳出面では、経常経費充当一般財源について、公債費・扶助費は減少したものの、人件

費・補助費等が増加したことから、前年度比５億６２２万円の増となり、近年改善傾向にあっ

た経常収支比率は、低下した。 

経常収支比率の推移
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※ 経常収支比率（%）＝（経常経費充当一般財源 ÷ 経常一般財源総額）× 100 

義務的経費の推移

74.674.674.674.6 72.872.872.872.8 70.370.370.370.3 67.967.967.967.9 68.668.668.668.6

53.953.953.953.9 56.556.556.556.5 59.959.959.959.9 72.172.172.172.1 75.175.175.175.1

57.657.657.657.6 63.163.163.163.1 58.758.758.758.7
54.554.554.554.5 54.854.854.854.8
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扶助費

人件費

186.1186.1186.1186.1
192.4192.4192.4192.4 188.9188.9188.9188.9 194.5194.5194.5194.5 198.5198.5198.5198.5

 

財務指標 

 

注：地方財政状況調査に基づく決算分析(普通会計)  

（注）普通会計は公営事業会計以外の会計を総合して１つの会計としてまとめたものをいうが、本市の場合一般会計及び

休日急患診療所費特別会計が対象となる。 
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財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化判断比率判断比率判断比率判断比率等等等等のののの状況状況状況状況    
    

  健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率はははは全全全全てててて早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準内内内内、、、、資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率もももも経営健全化基準内経営健全化基準内経営健全化基準内経営健全化基準内    

平成１９年度に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により創

設された地方公共団体の財政の健全性を判断するための４つの指標を総称し「健全化

判断比率」という。 

各指標のいずれかが「早期健全化基準」を超過した場合、当該年度末までに「財政

健全化計画」を定めなければならず、さらに「財政再生基準」以上である場合には「財

政再生計画」を定めて赤字再建団体となる。また、公営企業等については、資金不足

比率（資金の不足額の事業規模に対する比率）が経営健全化基準を超えた場合、経営

健全化計画を定めなければならないとされている。 

平成２３年度における本市の健全化判断比率は、４指標いずれも早期健全化基準内

であった。赤字決算を示す①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率は、福知山市全体で

は黒字決算であるため非該当であり、③実質公債費比率は、公債費の減等により前年

度より改善した。④将来負担比率についても普通会計の市債残高は増加したが、特別

会計の市債残高の減、債務負担行為に基づく支出予定額の減などにより将来負担額が

減となった。また充当可能基金の増、公債費充当特財、市債残高に占める交付税算入

額の増等により大幅に改善した。 

また、公営企業等の資金不足比率についても、財政支援繰出などにより石原土地区画

整理事業会計の資金不足比率が縮小した。（経営健全化基準内） 

        

●●●●健全化判断比率（４指標）        ※下段(）書きは平成 22 年度数値                        （単位：％）    

  
① 実質赤字 

比率 

②連結実質 

  赤字比率 

③実質公債費 

  比      率 
④将来負担比率 

- - 11.9  139.3  
福知山市 

(-) (-) (13.3) (156.5) 

12.17  17.17  25.0  350.0  
早期健全化基準 

(12.14) (17.14) (25.0) (350.0) 

20.00  30.00  35.0  
財政再生基準 

(20.00) (35.00) (35.0)   

 

⑤資金不足比率 （Ｈ22～23 において資金不足を生じる会計のみ計上）            （単位：％） 

会 計 名 H23 H22 経営健全化基準 

 石原土地区画整理事業特別会計 5.2 8.8 20.0 
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実質公債費比率と将来負担比率の推移 

実質公債費比率と将来負担比率の推移

11.9

13.3

16.116.1

14.9

139.3
156.5

175.4
186.0

167.7

10.0

13.0

16.0

19.0

22.0

25.0

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

実質公債費比率(%)

(早期健全化基準 25.0)

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

将来負担比率(%)

(早期健全化基準 350.0)

実質公債費比率

将来負担比率

 

 

資金不足比率の推移 

資金不足比率（経営健全化基準20.0％）

19.4

0.0 0.0 0.0

17.7

12.3

8.8

5.2
4.0

0.0 0.0 0.00.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

駅南土地区画整理事業

石原土地区画整理事業

駅周辺土地区画整理事業

％
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<用語解説> 

○実質赤字比率 

地方公共団体の行政サービスの中心を担う「一般会計」等の赤字の程度を指標化したもの。

この比率が高くなるほど赤字の解消が困難となり、深刻な財政状況に陥っていることを示す。 

一般会計等の実質赤字 
実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 

 

○連結実質赤字比率 

一般会計等のほか、特別会計、企業会計を含めたすべての会計の収支を連結し、地方公共団

体全体の赤字の程度を指標化したもの。 

この比率が高くなるほど、実質赤字比率と同様に、赤字の解消が難しくなる。 

連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝ 

標準財政規模 

 

○実質公債費比率 

借入金（市債）の返済額等の大きさを一般財源等との対比で指標化し、資金繰りの危険度を

示したもの。市債償還は原則削減したり先送りできないため、この比率が高くなるほど財政の

弾力性が低下していることを意味している。 

18％以上になると、市債の発行に国の許可が必要となり、25％以上になると一般事業等の市

債が制限される。 

（元利償還金＋準元利償還金(注)）－（特定財源＋元利償還

金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 実質公債費比率 

（３ヵ年平均） 
＝ 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

需要額算入額） 

（注）準元利償還金 

一般会計等から特別会計への公債費償還相当繰出金、加入団体への借入金償還財源負担金、債務

負担行為に基づく支出、一時借入金の利子など 

 

○将来負担比率 

地方公共団体の借入金（地方債）や、将来支払う可能性のある負担等に係る現時点での残高

の程度を指標化し、将来財政を圧迫する危険度を示したストック指標。この比率が高いと将来

の財政負担要因が大きいことを示している。 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在

高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
将来負担比率 ＝ 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要

額算入額） 
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○資金不足比率 

公営企業に生じている資金不足を、当該公営企業の事業規模である事業収入と比較して指標

化し、経営状況の深刻度を示したもの。この比率が高くなるほど、事業収入で資金不足を解消

するのが難しくなるので、公営企業経営に問題があることになる。 

 資金不足比率 ＝ 資金の不足額（注１）÷事業の規模（注２） 

（注１） 資金の不足額 

・法適用企業＝（流動負債＋建設費以外の企業債残高－流動資産）－解消可能資金不足額 

・法非適用企業＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額 ＋建設費以外の企業債残高）－

解消可能資金不足額 

（注２） 事業の規模 

・法適用企業＝ 営業収益 － 受託工事収益 

・法非適用企業＝ 営業収益 － 受託工事収益 

 

○早期健全化基準 

健全化判断比率（※１）のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経

て「財政健全化計画」を定めて自主的な財政健全化が求められる。 

 

○財政再生基準 

健全化判断比率（※１）のうちいずれかが財政再生基準以上の場合には、いわゆる赤字再

建団体となり、議会の議決を経て財政再生計画を定め、国等の関与による確実な再生が求め

られる。 

  （※１） 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの比率 

 

○経営健全化基準 

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て「経営健全化計画」を

策定し、経営健全化を図る必要があります。 
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  <会計区分のイメージ> 

 

一般会計 一
般
会
計
等 

一般会計等に属する

特別会計 
休日急患診療所費特別会計 

実
質
赤
字
比
率 

国民健康保険事業特別会計   

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）   

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）   

国民健康保険診療所費特別会計   

一般会計等以外の

特別会計のうち公営

企業に係る特別会

計以外の特別会計 
後期高齢者医療事業特別会計   

病院事業会計 

水道事業会計 
法適用 

企業 
ガス事業会計 

と畜場費特別会計 

簡易水道事業特別会計 

下水道事業特別会計 

公設地方卸売市場事業特別会計 

農業集落排水施設事業特別会計 

石原土地区画整理事業特別会計 

福知山駅周辺土地区画整理事業特別会計 

福知山駅南土地区画整理事業特別会計 

河守土地区画整理事業特別会計 

公
営
事
業
会
計 

企

業

会

計 

法非適用 

企業 

宅地造成事業特別会計 

資

金

不

足

比

率 

連

結

実

質

赤

字

比

率 

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合     
一部事務組合 

京都府自治会館管理組合     

京都府後期高齢者医療広域連合     
広域連合 

京都地方税機構   

実

質

公

債

費

比

率 

地方公社 

第３セクター等（※） 
福知山市土地開発公社       

将

来

負

担

比

率 

※第３セクター等への損失・債務保証はしていないため、本市では第３セクターに対する将来負担

比率への実質的な影響はなし。 


